
令和５年９月１日 

入院患者、ご家族 各位 

当院の面会制限に関する方針について 

藤井政雄記念病院 院長 

 

新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付けが５類となりました。しかし、国内における新

型コロナウイルス感染症の拡大状況は依然として収まる兆しを見せません。 

当院としましては、面会者から入院患者さんへの感染は極力回避したいと考えており、入院患者さ

んの安全確保を優先する立場から、当面の間、面会制限の方針を継続します。 

医療機関は、訪れる方全ての安心と安全を最優先して環境を整えなければならない場所です。 

ご迷惑をおかけいたしますがご理解、ご協力の程よろしくお願いいたします。 

 

 

面会時間：土曜、日曜、祝祭日を除く平日の１４：００～１７：００ 

 

注意事項：①週１回程度、少人数（２名まで）、短時間（１０分間程度）での面会に 

ご協力ください。 

②面会の際は必ずマスクの着用をお願いします。 

③面会の際は患者さんとの濃厚な接触を避けていただき、握手する、背中を

さする等の軽微な接触に止めてください。 

④来院時、総合受付にて「面会・付き添い者チェックシート」に必要事項をご記

入いただき、「面会者入館証」を受け取り、着用の上でご面会ください。 

⑤病室内での面会をお願いします。 

⑥以下の項目に該当する方の面会はお断りいたします。 

□過去７日間以内に発熱、咳、鼻水、下痢症状等、感染症を疑う症状 

があった方 

□過去７日間以内に新型コロナウイルス感染症陽性者や濃厚接触者との 

接触があった方 

□過去１４日以内に新型コロナウイルス感染症に感染された方 

□１２歳未満の方 

□正しくマスクを着用できない方 

 

 

※鳥取県中部の定点あたり患者数が２０人を超え、流行情報「警戒レベル」に達した場

合、全ての面会を原則禁止いたします。 

ただし、入院、退院に伴う付添、検査の付添、医師からの病状説明や病院職員からの連

絡等、お約束がある方は、職員にお声がけください。 

その場合でも、以下の項目に該当する方の面会はお断りいたします。 

□過去７日間以内に発熱、咳、鼻水、下痢症状等、感染症を疑う症状が 

あった方 

□過去７日間以内に新型コロナウイルス感染症陽性者や濃厚接触者との 

接触があった方 

□過去１４日以内に新型コロナウイルス感染症に感染された方 

□１２歳未満の方 

□正しくマスクを着用できない方 

 

※洗濯物、生活必需品の受け渡しについては以下の通り対応いたします。 

・対応時間：平日 １４：００～１７：００ 

・総合受付にお申し出ください 

・１階ロビーにて、病棟スタッフが対応いたします 

 

※オンライン面会につきましては、今後も継続して対応させていただきます。 

ご希望の方は病棟職員にご相談ください。 

 

※もしも、面会後７日以内に、面会された方の新型コロナウイルス陽性が判明した場合

には、速やかにご連絡をお願いします。 

 

※地域の感染状況は、鳥取県の WEB サイト等でご確認ください。 

（https://www.pref.tottori.lg.jp/corona-virus/） 

 

 

 

 

 

◎なお、これらの対応は感染症の流行状況により変更いたします。ご了承ください。 

ご理解、ご協力のほどよろしくお願いいたします。 


